
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

平成１５年７月２９日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

荷車の形をした綿菓子メーカー、ポップコーンメーカー

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　荷車を模した一般家庭用の綿菓子メーカー及びポップコーンメーカーである。

○構造、仕様、意匠
　馬又は人により引かれる洋風の荷車を縮尺したもので、カラフルな色調及び装
飾が施されている。

　綿菓子メーカー：
　　外観寸法：幅３００㎜、奥行３００㎜、高さ２８２㎜
　　本体重量：１．８ｋｇ、　定格：１００Ｖ、３９０Ｗ、５０／６０Ｈｚ
　ポップコーンメーカー：
　　外観寸法：幅１９０㎜、奥行２４０㎜、高さ４２０㎜
　　本体重量：１．６ｋｇ、　定格：１００Ｖ、１，０４０Ｗ、５０／６０Ｈｚ

○ 主な使用者、販売先
　一般消費者

２　対象・非対象の解釈
　
　特定電気用品の電熱器具の「電熱式おもちゃ」として取り扱う。

（理由）
　外観が荷車の縮尺模型の形をしており、子供が単独で使用するなど、おもちゃ
と同等に扱われることが考えられることから、「電熱式おもちゃ」として取り扱
うのが妥当と判断する。


